
 

 

 

 
１．目的： 成績優秀で修学する意欲があるにもかかわらず経済的な理由で大学等への進学 

が困難な者に対し、奨学金を給付することで高等教育進学の機会を提供し、もって、 

なはの子ども達が誇りを持って学び未来を切り拓く支援とすること。 

２．応募資格： 次に掲げる要件すべてに該当する者 

  （１）沖縄県内にある大学等（大学・短期大学・専修学校の専門課程など）へ進学する者 

  （２）学業成績が優秀であると認められる者（高校１年から申請時までの評定平均値が 

4.3 以上） 

  （３）経済的理由により修学が困難であると認められる者（市が設定した基準があります） 

  （４）令和７年１月１日を基準に、保護者が那覇市に３年以上引き続き住所を有している者 

  （５）日本国籍を有している者または在留資格を有している者 

  （６）高等学校等に在籍し、認定申請する年度内に卒業予定の者 

３．奨学金の内容 

  （１）募集人数： 予算の範囲内で 15 名程度 

  （２）奨学金の内容 

     ①入学金（１回限り） ：282,000 円を上限とする （入学金の実費相当額） 

     ②授業料 ：各年次 ７２万円を上限とする （授業料に相当する経費の実費相当額） 
     ③施設費 ：各年次 ２０万円を上限とする （施設費に相当する経費の実費相当額） 

４．選考方法  

（１）申請者のうち、書類審査の成績上位の者について面接を行う。 

（２）面接を受けた者から奨学生候補者を奨学生選考委員会で選考する。 

    ※ 大学等に合格したことを確認し、奨学生として認定された後に給付。 

 

５．申請期間： ７月１６日（火）～８月２日（金） １７：００必着 （那覇市教育委員会へ）           

⇒ 申込希望者は、しめ切りに間に合うよう、各自で申し込んでください。 

         ※ 募集要項および申請様式については、 

那覇市ホームページに掲載しています。       
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１．対象者：以下の（１）～（６）のすべてに該当する者 

  （１）日本国籍を有する者または北谷町が定める条件に該当する者 

  （２）申請時において過去１年以上、北谷市に引き続き住所を有する町民の子弟 

（３）学校教育法に定める大学、短期大学、専修学校（専門課程）に合格が決定している者 

（４）学業成績および操行が優れている者 

（５）申請者と生計を一にする家族の家計支持者の町・県民税年税額の合計額が町の 

    定める額以下の者 

（６）貸与金を全額返済可能な者 

 

２．貸与額： ３０万円・４０万円・５０万円（いずれかを選択）  ※利用は１人１回を限度とする 

 

３．選考および返還方法     

  ・選考・貸与方法： 応募資格に適合しているか随時審査決定し、一括で貸与する。 

  ・返還方法： 卒業した日の属する年度の翌年度中に全額返還する（繰り上げ返還可能） 

 

４．その他     

  （１）他の奨学金（貸与型・給付型）との併用も可能 

  （２）貸与決定後、次の要件を満たす保証人（２人）を選任する必要がある 

     ①保護者 

     ②保護者を除く２５歳以上６５歳未満の独立した生計を営む返済能力を有する者 

 

５．書類提出しめ切り： ３月３１日（月） １７：００ （北谷町育英会へ） 
   ⇒ 申込希望者は、しめ切りに間に合うよう、各自で申し込んでください。 

 

    ※ 募集要項や願書等は、北谷町育英会ホームページ 

からダウンロードできます。 

 

 

 

※ 那覇市・北谷町ともに申請には推薦書と学業成績証明書が必要です。 

しめ切りに間に合うように、進路指導部にて証明書発行手続きを行ってください。 

推薦書作成には１～２週間程度かかります。 
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